
緊急事態条項は憲法の全面停止となる
自民と改憲先兵 維新の危険な動き

ア
メ
リ
カ
の
戦
争
に
自
衛
隊
を
最
前
線
へ

洛
西
生
協
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ス
タ
ン
デ
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グ

29
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を
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大
軍
拡
・
大
増
税
の
撤
回
を

求
め
る
緊
急
署
名
を
た
だ
ち
に

広
げ
て
下
さ
い
。

https://9zyo.com/

3
月
19
日
戦
争
法
廃
止
宣
伝

外
交
努
力
無
し
で
軍
拡
進
め
る
岸
田
政
権
、
集
団

的
自
衛
権
で
日
本
を
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
に
引
き
ず
り

込
む
、
戦
争
法
を
廃
止
さ
せ
ま
し
ょ
う

３
月
19
日(
日
）
午
後
3
時
～

3
時
30
分

阪
急
桂
駅

西
口

呼
び
か
け

西
京
九
条
の
会
連
絡
会
・
洛
西
平
和
ネ
ッ
ト

日
本
国
憲
法
を
壊
す
人
達
と
闘
う
の
は
国
民

第
十
二
条

こ
の
憲
法
が
国
民
に
保
障
す
る
自

由
及
び
権
利
は
、
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
つ
て
、

こ
れ
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
又
、
国
民

は
、
こ
れ
を
濫
用
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
つ
て
、

常
に
公
共
の
福
祉
の
た
め
に
こ
れ
を
利
用
す
る
責

任
を
負
ふ
。

も
う
す
で
に
独
裁
政
権
？

岸
田
総
理
は
安
保
３
文
書
の
よ
う
な
重
要
な
問

題
を
年
末
の
臨
時
国
会
で
言
わ
ず
、
国
会
閉
会
後
、

閣
議
決
定
で
行
う
と
い
う
「
独
裁
」
政
治
を
行
っ

て
い
ま
す
。
し
か
も
予
算
も
「
予
備
費
」
と
し
て

好
き
な
よ
う
に
使
え
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

緊
急
事
態
条
項
が
あ
れ
ば
？

内
閣
が
「
緊
急
事
態
」
を
宣
言
す
れ
ば
国
会
を

開
か
な
く
て
も
法
律
と
同
等
の
効
力
を
持
つ
「
政

令
」
を
出
し
、
予
算
も
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
で

き
ま
す
。
（
自
民
党
案
）
緊
急
事
態
条
項
を
悪
用

す
れ
ば
何
で
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

反
共
は
戦
争
前
夜
の
声

１
９
５
０
年
4
月
、
蜷
川
虎
三
氏
が
民
主
統
一

会
議
推
薦
・
社
会
党
公
認
で
京
都
府
知
事
に
当
選

し
ま
し
た
。
「
反
共
は
戦
争
前
夜
の
声
」
と
、
円

山
音
楽
堂
で
演
説
し
ま
し
た
。

朝
鮮
戦
争
は
6
月
25
日
に
始
ま
り
、
そ
の
前
6

月
6
日
に
は
共
産
党
中
央
委
員
会
24
名
全
員
が
Ｇ

Ｈ
Ｑ
（
ア
メ
リ
カ
占
領
軍
司
令
部
）
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

司
令
部
に
よ
り
追
放
、
機
関
紙
「
ア
カ
ハ
タ
」
も

発
行
禁
止
。
労
働
組
合
も
集
会
・
デ
モ
を
禁
止
、

労
働
組
合
幹
部
を
追
放
、
共
産
党
員
や
同
調
者
1

万
2
千
人
以
上
が
レ
ッ
ド
パ
ー
ジ
（
公
職
追
放
）

で
職
場
か
ら
排
除
さ
れ
ま
し
た
。
労
働
運
動
が
骨

抜
き
に
さ
れ
朝
鮮
戦
争
へ
の
協
力
を
求
め
ら
れ
ま

し
た
。

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
吉
田
内
閣
に
命
じ
「
警
察
予

備
隊
」
7
万
5
千
人
の
創
設
、
海
上
保
安
庁
8
千

人
の
増
員
と
日
本
の
再
軍
備
が
開
始
さ
れ
ま
し
た
。

自
衛
隊
は
ア
メ
リ
カ
が
つ
く
ら
せ
た
の
で
す
。

米
国
の
戦
争
に
自
衛
隊
を

日
本
が
攻
撃
さ
れ
て
い
な
く
て
も
自
衛
隊
を
参

戦
さ
せ
る
根
拠
は
、
安
倍
元
総
理
が
「
集
団
的
自

衛
権
」
の
閣
議
決
定
、
さ
ら
に
「
戦
争
法
」
を
強

行
採
決
。
ま
た
、
岸
田
総
理
は
「
安
保
3
文
書
」

閣
議
決
定
で
憲
法
違
反
の
海
外
派
兵
を
実
行
で
き

る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。
。

市
価
の
2
倍
以
上
の
高
値
で
米
国
製
の
武
器
を

買
わ
さ
れ
、
自
衛
隊
員
の
命
ま
で
投
げ
出
さ
せ
る

岸
田
総
理
は
許
せ
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
戦
争
に
自
衛
隊
が
参
加
す
れ
ば
相

手
国
の
反
撃
で
日
本
本
土
に
も
戦
渦
が
広
が
る
事

に
な
り
ま
す
。

桂
自
衛
隊
を
地
下
化
し

て
も
、
市
民
は
守
ら
れ
ず
、

島
国
の
日
本
は
食
料
も
燃

料
も
海
外
に
依
存
し
て
い

る
た
め
、
戦
争
が
始
ま
れ

ば
国
民
は
飢
餓
状
態
に
な

り
ま
す
。

1月16日岸田訪米でバイデン
大統領に「首根っこを捕まえら
れ笑っている」といわれた失礼
な写真



国
民
の
窮
乏
化
は
大
企
業
優
遇
税
制
に
あ
る

大
企
業
の
内
部
留
保
金
は
コ
ロ
ナ
渦
の
中
で
も
５
０
０
兆
円
を
超

え
増
え
続
け
て
い
ま
す
。
大
企
業
の
社
会
的
責
任
を
果
た
さ
せ
る
こ

と
が
必
要
で
す
。

◎

消
費
税
増
税
で
大
企
業
の
法
人
税
は
減
税
さ
れ
て
い
ま
す
。

◎

労
働
者
を
非
正
規
で
安
上
が
り
に
働
か
し
て
き
た
。

岸
田
内
閣
は
「
異
次
元
の
少
子
化
対
策
」
な
ど
と
言
っ
て
い
ま
す

が
、
こ
の
解
決
は
簡
単
で
す
。

◎

消
費
税
を
下
げ
大
企
業
の
法
人
税
を
引
き
上
げ
、
富
裕
層
の
配

当
課
税
な
ど
証
券
税
制
を
改
正
し
、
給
付
制
奨
学
金
の
拡
大
な
ど

国
民
の
購
買
力
を
回
復
し
ま
す
。

◎

労
働
者
の
非
正
規
化
を
止
め
さ
せ
、
正
社
員
が
あ
た
り
前
、
８

時
間
働
け
ば
普
通
に
暮
ら
せ
る
最
低
賃
金
を
時
給
１
５
０
０
円
以

上
に
引
き
上
げ
る
。

◎

中
小
企
業
に
は
大
企
業
の
内
部
留
保
金
の
一
部
に
課
税
し
て
得

ら
れ
た
財
源
を
中
小
企
業
の
賃
上
げ
補
助
金
と
し
て
活
用
す
る
。

憲
法
前
文
（
一
部
）

政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起

こ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
決
意
し
、

こ
こ
に
主
権
が
国
民
に
存
す
る
こ
と
を
宣
言
し
、

こ
の
憲
法
を
確
定
す
る
。

１
年
間
の
軍
事
費
、
世
界
９
位
は
憲
法
９
条
を
持
つ
国
と
し
て
は

出
し
過
ぎ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。


